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Abstract

The aim of this paper is to investigate the change in sport policy in the United Kingdom consequent to hosting 
the London 2012 Olympic Games. For this purpose, the paper examines policy documents mainly published by the 
Department for Culture, Media and Sport (DCMS), UK Sport and Sport England.

From the analysis of policy documents, this study found two characteristics in sport policy in the UK since 2005, the 
year of the successful bid for the Olympic Games. Firstly, there was the shift in the emphasis in sport policy, namely from 
sport policy for wider social benefit such as health, reduction of crime and anti-social behavior, education, and social 
inclusion, towards sport policy for sport’s sake. Secondly, both DCMS and Sport England considered national governing 
bodies of sport (NGBs) as key actors for delivering and achieving the objective of sport policy. 

However, after hosting the London 2012 Olympic Games, the emphasis in sport policy moved back to harnessing the 
power of sport for the good of British society, such as physical health, mental health, individual development, social and 
community development and economic development. In addition, the collaboration with wider partners was encouraged 
in the policy documents published by the Government and Sport England. Moreover, the investment strategy of UK Sport 
was under the review and now they are looking towards a new approach for the Tokyo 2020 cycle.
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１．はじめに
2016年 8月 21日、17日間にわたって開催された
リオデジャネイロオリンピック（以下、「2016年リ
オ大会」）が閉幕した。今大会で日本選手団は金メ
ダル 12個、 銀メダル 8個、 銅メダル 21個、 合計 41
個のメダルを獲得し、総メダル数では史上最多を更
新した。大会序盤からの日本選手団の活躍、メダ
ルラッシュを受け、12時間の時差があるにもかか
わらず、メディアをはじめ日本中が盛り上がりを見
せたのは記憶に新しい。また、閉会式では、リオ市
のエドゥアルド・パエス市長から国際オリンピック
委員会（IOC）のトーマス・バッハ会長、そして東
京都の小池百合子都知事へとオリンピック旗が手
渡される「フラッグハンドオーバーセレモニー（引

き継ぎ式）」が行われた。このセレモニーに象徴的
に表れているように、今後、2020年東京オリンピッ
ク（以下、「2020年東京大会」）の開催に向けた準
備が一層本格化していくことが予想される。
ところで、オリンピックの開催（あるいは招致活
動）は各国のスポーツ政策に大きな変化をもたら
すことが多い。日本においては、2016年大会およ
び 2020年大会の招致活動に並行して、2010年のス 
ポーツ立国戦略の刊行、2011年のスポーツ基本法
の制定、2012年のスポーツ基本計画の策定と、ス
ポーツ政策の基盤となる戦略の提示、法整備、計画
の策定が矢継ぎ早に進められた。また、2015年 10
月には日本のスポーツ行政を一元化すべく、スポー
ツ庁が創設された。こうした制度面での変化に加え
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て、2020年東京大会はエリートスポーツ（国際競
技力の向上）、地域スポーツ（地域におけるスポー
ツの振興）の両面において、今後の日本のスポーツ
政策に変容をもたらそうとしている。まず、エリー
トスポーツに関して、文部科学省は「2020年オリ
ンピック東京大会において金メダルランキング世
界 3位～ 5位」を目標に掲げ、中長期間のタレント
発掘、育成、強化に乗り出した 24）。また、同省の
競技スポーツに関わる一般会計予算は、開催決定前
の 2013年度の 166億円から、開催決定後の 2014年
度には 179億円、そして 2015年度予算案では 207
億円へと右肩上がりに増加している注 1）。先述した
2016年リオ大会における日本選手団の活躍は、こ
うした施策の成果であるとも考えられる。一方、地
域スポーツに関して、文部科学省や 2020年東京大
会の組織委員会は 2020年東京大会をスポーツへの
関心を高め、地域スポーツを活性化する一つの契機
として捉え、大会のスポーツに関わる「レガシー」
（「スポーツ・レガシー」）を構築することを打ち出
している 25, 36）。後述するように、こうした傾向は本
稿が対象とするイギリス注 2）においても確認できる。
こうして、日本のスポーツ政策は 2020年東京大
会に向けて大きく進展しようとしている。しかし、
オリンピックの「レガシー」という側面に着目する
ならば、東京大会をスポーツ政策上の「到達点」と
するのではなく、日本における今後のスポーツ文化
のあり方を展望し、それに近づくためのスポーツシ
ステムを（再）構築する上でのひとつの「通過点」
として捉え、より長期的な視野に立ってスポーツ政
策を構想することが必要であると思われる。
そこで本稿は、2012年にロンドンオリンピック

（以下、「2012年ロンドン大会」）を開催したイギ
リスにおいて大会の開催前後でどのようにスポー
ツ政策が変容したのかを、中央政府（主にスポー
ツ担当省である文化・メディア・スポーツ省（the 
Department for Culture, Media and Sport: DCMS））、エ
リートスポーツ政策を担当する政府系機関である
UKスポーツ（UK Sport）、イングランドにおける
地域スポーツ政策を担当する政府系機関であるス
ポーツ・イングランド（Sport England）注 3）の政策文
書注 4）を資料としながら概観することを目的とする。
特に本稿では、先述の問題意識から、大会の開催が
決定した 2005年以降に出された政策文書、特にそ
の概要や全体像を描いた箇所（首相やスポーツ担当
大臣による序文を含む）を重点的に分析し、ロン
ドン大会の開催を経てイギリス政府がいかなるス
ポーツ文化を構想し、スポーツにどのような価値や
役割を期待していたのか、また、どのような形のス

ポーツシステムを構築しようとしていたのかを明
らかにすることを試みる注 5）。
イギリスのスポーツ政策は、日本におけるスポー
ツ立国戦略の刊行、スポーツ基本法の制定、エリー
トスポーツ政策のあり方をめぐる議論において、
あるいは 2020年東京大会の「レガシー」を構想す
るためのひとつの「参照軸」として紹介されてき
た 1,20,22,23,37-39,45-48）。しかし、これらの研究の多くは
2012年ロンドン大会以前に刊行された政策文書の
分析や 2012年ロンドン大会に関わる取り組みの紹
介に留まっており、大会開催以降、同国でどのよ
うなスポーツ政策が策定されてきたのかを分析し
た研究は管見の限り見当たらない注 6）。こうした先
行研究の課題を踏まえ、本稿では第 1に、大会の
開催が決定した 2005年以前のイギリスにおけるス
ポーツ政策の歴史的展開について概観する。第 2に、
2005年以降に刊行された中央政府（文化・メディア・
スポーツ省）、UKスポーツ、スポーツ・イングラ
ンドの政策文書を分析し、その内容を検討する。な
お、イギリスでは 2010年、2015年に総選挙が実施
され、2010年には労働党政権から保守党・自由民
主党連立政権へ、2015年には連立政権から保守党
単独政権への移行が見られた。そして、この政治的
転換を一つの契機としてスポーツ政策の見直しが
行われている。そこで本稿では、2005年以降のイ
ギリスのスポーツ政策を、1）労働党政権期、2）保
守党・自由民主党連立政権期、3）保守党政権期の
3期に便宜的に分け、記述することとする。以上の
作業を通じて、日本におけるポスト 2020年東京大
会のスポーツ政策を構想する上でのひとつの視座
を提示したい。

２．2005 年以前のイギリスのスポーツ政策
本節では、ロンドン大会の開催が決定する 2005
年以前のイギリスにおけるスポーツ政策の展開を
簡潔に時系列的に概観する。

2.1　戦後イギリスのスポーツ政策の特徴
イギリスにおけるスポーツ政策のひとつの特徴
は、戦後の長きに渡り、その政策主体が中央政府で
はなく、政府から一定程度独立した非省庁公的機関
（non-departmental public body）であるスポーツ・カ
ウンシル（Sports Council、1972年設立）であった
点である。確かに、1960年に刊行されたウォルフェ
ンデン委員会報告 3）を契機にスポーツ振興に対す
る公的責任が認識され始め（Houlihan and White, 
2002；p.18）14）、1975年にはスポーツ政策領域では
はじめての白書となる『スポーツとレクリエーショ
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て、2020年東京大会はエリートスポーツ（国際競
技力の向上）、地域スポーツ（地域におけるスポー
ツの振興）の両面において、今後の日本のスポーツ
政策に変容をもたらそうとしている。まず、エリー
トスポーツに関して、文部科学省は「2020年オリ
ンピック東京大会において金メダルランキング世
界 3位～ 5位」を目標に掲げ、中長期間のタレント
発掘、育成、強化に乗り出した 24）。また、同省の
競技スポーツに関わる一般会計予算は、開催決定前
の 2013年度の 166億円から、開催決定後の 2014年
度には 179億円、そして 2015年度予算案では 207
億円へと右肩上がりに増加している注 1）。先述した
2016年リオ大会における日本選手団の活躍は、こ
うした施策の成果であるとも考えられる。一方、地
域スポーツに関して、文部科学省や 2020年東京大
会の組織委員会は 2020年東京大会をスポーツへの
関心を高め、地域スポーツを活性化する一つの契機
として捉え、大会のスポーツに関わる「レガシー」
（「スポーツ・レガシー」）を構築することを打ち出
している 25, 36）。後述するように、こうした傾向は本
稿が対象とするイギリス注 2）においても確認できる。
こうして、日本のスポーツ政策は 2020年東京大
会に向けて大きく進展しようとしている。しかし、
オリンピックの「レガシー」という側面に着目する
ならば、東京大会をスポーツ政策上の「到達点」と
するのではなく、日本における今後のスポーツ文化
のあり方を展望し、それに近づくためのスポーツシ
ステムを（再）構築する上でのひとつの「通過点」
として捉え、より長期的な視野に立ってスポーツ政
策を構想することが必要であると思われる。
そこで本稿は、2012年にロンドンオリンピック

（以下、「2012年ロンドン大会」）を開催したイギ
リスにおいて大会の開催前後でどのようにスポー
ツ政策が変容したのかを、中央政府（主にスポー
ツ担当省である文化・メディア・スポーツ省（the 
Department for Culture, Media and Sport: DCMS））、エ
リートスポーツ政策を担当する政府系機関である
UKスポーツ（UK Sport）、イングランドにおける
地域スポーツ政策を担当する政府系機関であるス
ポーツ・イングランド（Sport England）注 3）の政策文
書注 4）を資料としながら概観することを目的とする。
特に本稿では、先述の問題意識から、大会の開催が
決定した 2005年以降に出された政策文書、特にそ
の概要や全体像を描いた箇所（首相やスポーツ担当
大臣による序文を含む）を重点的に分析し、ロン
ドン大会の開催を経てイギリス政府がいかなるス
ポーツ文化を構想し、スポーツにどのような価値や
役割を期待していたのか、また、どのような形のス

ポーツシステムを構築しようとしていたのかを明
らかにすることを試みる注 5）。
イギリスのスポーツ政策は、日本におけるスポー
ツ立国戦略の刊行、スポーツ基本法の制定、エリー
トスポーツ政策のあり方をめぐる議論において、
あるいは 2020年東京大会の「レガシー」を構想す
るためのひとつの「参照軸」として紹介されてき
た 1,20,22,23,37-39,45-48）。しかし、これらの研究の多くは
2012年ロンドン大会以前に刊行された政策文書の
分析や 2012年ロンドン大会に関わる取り組みの紹
介に留まっており、大会開催以降、同国でどのよ
うなスポーツ政策が策定されてきたのかを分析し
た研究は管見の限り見当たらない注 6）。こうした先
行研究の課題を踏まえ、本稿では第 1に、大会の
開催が決定した 2005年以前のイギリスにおけるス
ポーツ政策の歴史的展開について概観する。第 2に、
2005年以降に刊行された中央政府（文化・メディア・
スポーツ省）、UKスポーツ、スポーツ・イングラ
ンドの政策文書を分析し、その内容を検討する。な
お、イギリスでは 2010年、2015年に総選挙が実施
され、2010年には労働党政権から保守党・自由民
主党連立政権へ、2015年には連立政権から保守党
単独政権への移行が見られた。そして、この政治的
転換を一つの契機としてスポーツ政策の見直しが
行われている。そこで本稿では、2005年以降のイ
ギリスのスポーツ政策を、1）労働党政権期、2）保
守党・自由民主党連立政権期、3）保守党政権期の
3期に便宜的に分け、記述することとする。以上の
作業を通じて、日本におけるポスト 2020年東京大
会のスポーツ政策を構想する上でのひとつの視座
を提示したい。

２．2005 年以前のイギリスのスポーツ政策
本節では、ロンドン大会の開催が決定する 2005
年以前のイギリスにおけるスポーツ政策の展開を
簡潔に時系列的に概観する。

2.1　戦後イギリスのスポーツ政策の特徴
イギリスにおけるスポーツ政策のひとつの特徴
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る公的責任が認識され始め（Houlihan and White, 
2002；p.18）14）、1975年にはスポーツ政策領域では
はじめての白書となる『スポーツとレクリエーショ
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ン（Sport and Recreation）』10）が刊行された。しかし、
この白書においても、中央政府はスポーツの振興に
対して「パターナリスティックな態度は取らない」
ことを表明し、スポーツを「制定法上の（statutory）」
公共サービスとは位置づけなかった（DoE, 1975；
p.4）10）。

2.2　スポーツの「国家戦略」化
だが、1990年代以降、スポーツ政策に対する中
央政府の姿勢は大きく転換し、スポーツが「国家戦
略」のひとつとして位置づけられていくこととな
る。1990年に誕生したジョン・メージャー保守党
政権のもとでは、国営宝くじ（National Lottery）の
収益をもとにしたスポーツに対する公的な財政支
援の強化（1994年）や注 7）、スポーツ・カウンシル
を再編する形での UKスポーツとスポーツ・イング
ランドの設立（1997年）など、現在まで連なる制
度的基盤が整備された。加えて、1995年に刊行さ
れた白書『スポーツ：ゲームを盛り上げよう（Sport: 
Raising the Game）』11）では、イギリスにおける文化
遺産としてのスポーツの重要性が強調された上で、
中央政府が今後、学校における伝統スポーツ（クリ
ケット、サッカー、ラグビーなど）の実施やエリー
ト競技者の育成・強化に積極的に関わっていくこと
が表明された（DNH, 1995；pp.2-3）11）。
こうして始められたスポーツの「国家戦略」化

は、1997年の総選挙を経て誕生したトニー・ブレ
ア労働党政権のもとでも継続された。同政権のもと 
で新たに設立された文化・メディア・スポーツ省は 
2000年に『すべての人にスポーツの未来を（A Sporting 
Future for All）』5）を、2002年に内閣府戦略局（Cabinet 
Office’s Strategy Unit）と合同で『ゲーム・プラン
（Game Plan）』9）という戦略文書を刊行する。これら
の文書では、学校スポーツ、エリートスポーツの
振興に限らず、政府の掲げる「社会的包摂（social 
inclusion）」、「健康」、「犯罪抑制」、「若者の発育支援」
などの政策課題を解決する手段として地域スポーツ
の振興にも取り組むことが示唆された。また、各ス
ポーツ種目の競技団体（National Governing Bodies）
のガバナンス改革をはじめとした、イギリスのス
ポーツシステムの「現代化（modernisation）」を推し
進めていくことも示された。

2.3　�スポーツの「国家戦略」化に対するUKスポー
ツとスポーツ・イングランドの対応

こうして中央政府によるスポーツの「国家戦略」
化が進められる中で、UKスポーツとスポーツ・イ
ングランドは、上記の戦略文書で示された中央政府
の掲げる政策目標を達成すべく、具体的な施策を
展開した。まず、1997年には UKスポーツを中心
にエリート競技者を支援するための「ワールド・ク
ラス・パフォーマンス（World Class Performance）」

0	  

100,000	  

200,000	  

300,000	  

400,000	  

500,000	  

600,000	  

単位：千ポンド

会計年度

UKスポーツに対する国営宝くじからの分配⾦金

スポーツ・イングランドに対する国営宝くじからの分配⾦金

スポーツ・カウンシルに対する国営宝くじからの分配⾦金

UKスポーツに対する国庫からの助成

スポーツ・イングランドに対する国庫からの助成

スポーツ・カウンシルに対する国庫からの助成

国庫からの助成

図 1　スポーツ・カウンシル（UKスポーツ、スポーツ・イングランド）に対する助成額の推移
注 1 ：国営宝くじの収益からの分配金に関して、1996/97年度はスポーツ・カウンシルの再編の過程にあり、スポーツ・カウンシ
ルとスポーツ・イングランドに対して分配が行われている。そのため、図中の金額はその合計を示している。スポーツ・イングラ
ンドに対しては 1997/98年度、UKスポーツに対しては 1999/2000年度より分配が行われている。
注 2 ：1993/94年度の助成額に関しては、未調査である。
出典 ：Sports Council Annual Report （1976/77-1995/96）35）、Sport England Annual Report （1996/97-2003/04）26）、Sport England Annual 
Review （2008/09）31）、Sport England Annual Report and Accounts （2004/05-2015/16）27）、UK Sport Annual Report （1999/2000-2009/10）40）、
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プログラムが開始された。また、2002年にはエ
リート競技者の育成・強化のための専門機関であ
る「イングランド・スポーツ研究機構（the English 
Institute of Sport）」のネットワークが整備された。
さらに、2004年にスポーツ・イングランドは戦略
文書『イングランドにおけるスポーツの枠組み（The 
Framework for Sport in England）』28）を刊行し、「2020
年までにイングランドを世界で最も活動的で最も
成功したスポーツ・ネーションにする」ことを目標
としながら、スポーツシステムの改革とスポーツが
もたらす様々な社会的・経済的利益の実現に向けて
取り組むことを表明した。

３．�2012年ロンドン大会開催決定後のスポーツ政策�
－労働党政権期

3.1　�2012 年ロンドン大会開催決定とスポーツの
「国家戦略」の進展

2005年 7月、シンガポールで行われた第 117次
IOC総会で、ロンドンが第 30回夏季オリンピック
競技大会の開催権を獲得した。この招致活動にお
いて、ロンドンの招致委員会は「イギリスのスポー
ツにとってのレガシーを残す」ことをロンドン、お
よびイギリスでオリンピックを開催することの一
つの意義として掲げていた 21）。そして、開催権獲
得という結果を受け、中央政府は「イギリスを世
界有数のスポーツ国家とする」ことを目指し 6）、エ
リートスポーツ、地域スポーツ両面で「国家戦略」
として一層スポーツの振興に取り組むこととなる。
まず、スポーツに対する公的な財政支援という点で
は、図 1にあるように、UKスポーツおよびスポー 
ツ・イングランドに対する助成金は 2005年を境に
大幅に増額されている。詳しく説明すると、両組織
に対する助成金の総額は 1998/99年度から 2004/05
年度の間は総額 2億 5,000万ポンドから 3億ポン
ドに届かない程度であったのに対し、2005/06年度
からは 3億ポンドから 4億ポンド程度にまで増え
た。そして、オリンピックの開催年である 2012/13
年度には、総額 4億 8,158万ポンドに達した。ま
た、2005年以前に比べると国庫からの助成額が相
対的に増えていることが窺える注 8）。さらに、その
内訳を見てみると、UKスポーツに対する助成額
は 2006/07年度に前年度の 4,995万ポンドから 1億
638万ポンドに倍増され、2012/13年度には 1億 5,426
万ポンドに到達した。一方、スポーツ・イングラン
ドに対する助成額は、2006/07年度に前年度の 2億
5,218万ポンドから 2億 2,542万ポンドに減少した
ものの、その後右肩上がりに増加し、2012/13年度
には 3億 2,732万ポンドとなった。

一方、政策の内容に目を向けると、2007年に誕
生したゴードン・ブラウン労働党政権のもとで、文
化・メディア・スポーツ省は 2008年に新たな戦略
文書『勝利のためにプレーする：スポーツの新時
代（Playing to Win: A New Era for Sport）』7）を刊行す
る。この中の序文において、文化・メディア・ス
ポーツ省およびアンディ・バーナム担当大臣（当
時）は、この戦略が目指すのは「ただスポーツを
愛するからこそスポーツに参加する人々を増やす
こと、イングランドの能力のあるスポーツマン、ス
ポーツウーマンを育てること、そしてこの国のため
に記録を樹立し、メダルを獲得し、トーナメントで
勝利を得ること」、「すべての人に対して競技の機
会を創出することを通じて、イングランドのスポー
ツにおいて健全な『勝利のためにプレーする』文化
を構築すること」（DCMS, 2008b；preface, p.1）7）で
あるとし、ブレア政権時代に目指された「様々な政
策課題を解決するためのスポーツ」振興ではなく、
「スポーツの目的のためのスポーツ」振興に舵を切
ることを表明した。ただし、「政府に対するより大
きな役割－スポーツの振興と身体活動」という節で
は、「スポーツはまた、様々な出自の人々を結びつ
けることで、コミュニティの統合に大きな影響を与
えている」（DCMS, 2008b；p.19）7）と述べられるな
ど、これまでの政策的志向もわずかであるが垣間見
える。一方、スポーツシステムという点では、各
スポーツ種目の競技団体を軸としたシステムへの
再構築が謳われていた。具体的には、「地域スポー
ツ」、「UKスポーツ」という節でスポーツ・イング
ランド、UKスポーツと競技団体との関係性を論じ
る中で、各競技団体が「全体スポーツ計画（Whole 
Sport Plan）」（4年間の活動計画）を作成し、その
内容をもとにスポーツ・イングランドおよび UKス
ポーツが各競技団体に対する 4年分の助成金の額を
決定するという制度を確立することが謳われてい
た。こうした手続きは 2000年代前半より既に始め
られていたが、『勝利のためにプレーする』では助
成金に見合った成果を出すことが強調されるなど、
厳格な「成果主義」を導入することが表明された
（DCMS, 2008b；p.13,15）7）。

3.2　�この時期のUKスポーツとスポーツ・イング
ランドの取り組み

このような中央政府の政策目標の提示と方針転
換と並行して、UKスポーツとスポーツ・イングラ
ンドも 2012年ロンドン大会に向けて様々な改革に
乗り出していく。まず、UKスポーツは中央政府が
掲げる「2012年のオリンピックでメダル順位 4位」
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プログラムが開始された。また、2002年にはエ
リート競技者の育成・強化のための専門機関であ
る「イングランド・スポーツ研究機構（the English 
Institute of Sport）」のネットワークが整備された。
さらに、2004年にスポーツ・イングランドは戦略
文書『イングランドにおけるスポーツの枠組み（The 
Framework for Sport in England）』28）を刊行し、「2020
年までにイングランドを世界で最も活動的で最も
成功したスポーツ・ネーションにする」ことを目標
としながら、スポーツシステムの改革とスポーツが
もたらす様々な社会的・経済的利益の実現に向けて
取り組むことを表明した。

３．�2012年ロンドン大会開催決定後のスポーツ政策�
－労働党政権期

3.1　�2012 年ロンドン大会開催決定とスポーツの
「国家戦略」の進展

2005年 7月、シンガポールで行われた第 117次
IOC総会で、ロンドンが第 30回夏季オリンピック
競技大会の開催権を獲得した。この招致活動にお
いて、ロンドンの招致委員会は「イギリスのスポー
ツにとってのレガシーを残す」ことをロンドン、お
よびイギリスでオリンピックを開催することの一
つの意義として掲げていた 21）。そして、開催権獲
得という結果を受け、中央政府は「イギリスを世
界有数のスポーツ国家とする」ことを目指し 6）、エ
リートスポーツ、地域スポーツ両面で「国家戦略」
として一層スポーツの振興に取り組むこととなる。
まず、スポーツに対する公的な財政支援という点で
は、図 1にあるように、UKスポーツおよびスポー 
ツ・イングランドに対する助成金は 2005年を境に
大幅に増額されている。詳しく説明すると、両組織
に対する助成金の総額は 1998/99年度から 2004/05
年度の間は総額 2億 5,000万ポンドから 3億ポン
ドに届かない程度であったのに対し、2005/06年度
からは 3億ポンドから 4億ポンド程度にまで増え
た。そして、オリンピックの開催年である 2012/13
年度には、総額 4億 8,158万ポンドに達した。ま
た、2005年以前に比べると国庫からの助成額が相
対的に増えていることが窺える注 8）。さらに、その
内訳を見てみると、UKスポーツに対する助成額
は 2006/07年度に前年度の 4,995万ポンドから 1億
638万ポンドに倍増され、2012/13年度には 1億 5,426
万ポンドに到達した。一方、スポーツ・イングラン
ドに対する助成額は、2006/07年度に前年度の 2億
5,218万ポンドから 2億 2,542万ポンドに減少した
ものの、その後右肩上がりに増加し、2012/13年度
には 3億 2,732万ポンドとなった。

一方、政策の内容に目を向けると、2007年に誕
生したゴードン・ブラウン労働党政権のもとで、文
化・メディア・スポーツ省は 2008年に新たな戦略
文書『勝利のためにプレーする：スポーツの新時
代（Playing to Win: A New Era for Sport）』7）を刊行す
る。この中の序文において、文化・メディア・ス
ポーツ省およびアンディ・バーナム担当大臣（当
時）は、この戦略が目指すのは「ただスポーツを
愛するからこそスポーツに参加する人々を増やす
こと、イングランドの能力のあるスポーツマン、ス
ポーツウーマンを育てること、そしてこの国のため
に記録を樹立し、メダルを獲得し、トーナメントで
勝利を得ること」、「すべての人に対して競技の機
会を創出することを通じて、イングランドのスポー
ツにおいて健全な『勝利のためにプレーする』文化
を構築すること」（DCMS, 2008b；preface, p.1）7）で
あるとし、ブレア政権時代に目指された「様々な政
策課題を解決するためのスポーツ」振興ではなく、
「スポーツの目的のためのスポーツ」振興に舵を切
ることを表明した。ただし、「政府に対するより大
きな役割－スポーツの振興と身体活動」という節で
は、「スポーツはまた、様々な出自の人々を結びつ
けることで、コミュニティの統合に大きな影響を与
えている」（DCMS, 2008b；p.19）7）と述べられるな
ど、これまでの政策的志向もわずかであるが垣間見
える。一方、スポーツシステムという点では、各
スポーツ種目の競技団体を軸としたシステムへの
再構築が謳われていた。具体的には、「地域スポー
ツ」、「UKスポーツ」という節でスポーツ・イング
ランド、UKスポーツと競技団体との関係性を論じ
る中で、各競技団体が「全体スポーツ計画（Whole 
Sport Plan）」（4年間の活動計画）を作成し、その
内容をもとにスポーツ・イングランドおよび UKス
ポーツが各競技団体に対する 4年分の助成金の額を
決定するという制度を確立することが謳われてい
た。こうした手続きは 2000年代前半より既に始め
られていたが、『勝利のためにプレーする』では助
成金に見合った成果を出すことが強調されるなど、
厳格な「成果主義」を導入することが表明された
（DCMS, 2008b；p.13,15）7）。

3.2　�この時期のUKスポーツとスポーツ・イング
ランドの取り組み

このような中央政府の政策目標の提示と方針転
換と並行して、UKスポーツとスポーツ・イングラ
ンドも 2012年ロンドン大会に向けて様々な改革に
乗り出していく。まず、UKスポーツは中央政府が
掲げる「2012年のオリンピックでメダル順位 4位」

332012年ロンドンオリンピックとイギリススポーツ政策の変容

（DCMS, 2008b；p.4）7）という目標を達成すべく、
2006年には今後オリンピックでのメダル獲得が期
待できる競技種目（陸上競技、自転車、水泳、ボー
ト、セーリングなど）や競技者に重点的に助成金を
配分する「妥協なき（No Compromise）」アプローチ
を採用することを表明した 42）。また、2007年には
「ミッション 2012（Mission 2012）」というプロジェ
クトを開始し、「競技者の成功と発展」、「パフォー
マンス・システムと構造」、「ガバナンスとリーダー
シップ」という 3つの領域で各競技団体の取り組み
を継続的にモニタリングし、その成果を評価するこ
ととした注 9）。さらに、一連の試みの中で、UKスポー
ツは、UKスポーツと競技団体との間で合意された
目標に達しなかった団体に対して助成金の減額など
より厳しい処分を行うようになった 16,46）。加えて、
UKスポーツは 2012年ロンドン大会、あるいはそ
の次の 2016年リオ大会でのメダル獲得に向けて、
身長の高い若者をオリンピックのマイナー競技種目
にスカウトする「スポーティング・ジャイアンツ
（Sporting Giants）」、サッカーやラグビーでプロにな
れなかった若い選手をオリンピック競技種目に転向
させる「ピッチ・トゥ・ポディウム（Pitch2Podium）」、
自転車やカヌーなどのイギリスが得意とする種目の
女子若手選手を発掘する「ガールズ・フォー・ゴー
ルド（Girls4Gold）」などのこれまでとは異なる形の
タレント発掘プログラムを精力的に展開するように
なった。
一方、スポーツ・イングランドは 2008年に『スポー
ツ・イングランドの戦略 2008-2011（Sport England 
Strategy 2008-2011）』30）を刊行した。この中の戦略の
概要を論じた箇所において、スポーツ・イングラン
ドは「世界をリードする地域スポーツシステムを創
造する」ことを目標として掲げつつ（Sport England, 
2008b；p.1）30）、文化・メディア・スポーツ省の戦
略文書と同様に、1）「様々な政策課題を解決するた
めのスポーツ」振興ではなく、「スポーツの目的の
ためのスポーツ」振興への転換、2） 各スポーツ種
目の競技団体を軸としたシステムへの再構築、を
謳っている。この点について補足すると、第 1の点
に関しては、スポーツが「幅広い社会的、経済的利 
益、特に健康に関する利益を達成する上で大きな役
割を果たすことができる」ことを認めつつも、こ
の戦略を策定し、スポーツ・イングランドが投資
を行う理由は「この国のスポーツ参加者のニーズ
に接近すること」にあるとしている（Sport England, 
2008b；p.1）30）。しかし、スポーツ・イングランドが
同時期に主に地方自治体に対して刊行した『スポー
ツを通じて場を形成する（Shaping Places through 

Sport: Developing Strong, Sustainable and Cohesive 
Communities through Sport）』29）という文書では、ス
ポーツが健康の改善、肥満防止、技術の習得、コ
ミュニティの統合などに有益であることが論じられ
ているなど、DCMSの『勝利のためにプレーする』
の中で見られたのと同様に、この時期のスポーツ・
イングランドの政策も二面的な性格を有していたこ
とが窺える。また、第 2の点に関して、「スポーツ・
イングランドはどのように仕事をするのか」という
節の中で、スポーツ・イングランドは「各スポーツ
種目の競技団体との協働および競技団体を通じて活
動」すると述べた上で、競技団体およびそれに付随
する地域のスポーツクラブのネットワークを「この
戦略の中心」として位置づけている（Sport England, 
2008b；p.10）30）。しかし同時に、スポーツ・イング
ランドは、「競技団体はそのスポーツに対して行わ
れる公的資金の投資に関して、今までよりも大きな
自治性が与えられる」一方で「成果の達成に関して
もより大きな責任を負う」ことになること、各競技
団体に対する助成額は競技団体が作成する「全体ス
ポーツ計画」に基づいて行われることを明記し、競
技団体に対する一層の成果主義を導入することを表
明している（Sport England, 2008b；p.2）30）。

４．2012 年ロンドン大会開催後のスポーツ政策
　　―保守党・自由民主党連立政権期
4.1　�ポスト 2012 年ロンドン大会に向けた戦略の

策定
2010年 5月に行われた総選挙では、保守党が 307
議席を獲得して第 1党となったものの、単独で過半
数の議席（326議席）を獲得するには至らなかった。
そのため、保守党は第 3党の自由民主党と連携し、
デイヴィッド・キャメロンを首相とする、戦後では
初となる連立政権を誕生させた。
このキャメロン政権のもとで、文化・メディア・
スポーツ省はオリンピック開催の半年前にあたる
2012年 1月に、新たな戦略文書『生涯にわたるス
ポーツ習慣を創造する：新たな若者スポーツ戦略
（Creating a Sporting Habit for Life: A New Youth Sport 
Strategy）』8）を刊行する。この文書の序文で、ジェ
レミー・ハント文化・メディア・スポーツ兼オリン
ピック担当大臣（当時）は次のように述べ、「オリ
ンピック・パラリンピックの開催を通じて若者のス
ポーツ習慣を創造する」ことを政府の新たな戦略目
標として掲げた。

「我々の現在のタスクはセブ［セバスチャン・
コー、2012年ロンドン大会招致委員会会長、組
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織委員会会長］と彼のチームがシンガポールで交
わした本来の約束を遂行することにある。それは
つまり、2012年ロンドン大会を、生涯にわたる
スポーツ習慣を始めるように国民を鼓舞すると
ともに、特に若者がスポーツ習慣を始めるよう促
進するために、活用することである。とても単純
なことだが、我々にとってこの数ヶ月、数年ほど、
我々のスポーツ文化を変える良い機会は決して
訪れないだろう。共に、この一世一代の機会を最
大限活用する必要がある。」
（DCMS, 2012；p.2。カッコ内は筆者による補足。）8）

また、続く「新たな若者スポーツ戦略」という節
では、当該戦略の全体像が論じられている。この中
で、文化・メディア・スポーツ省は定期的にスポー
ツを行う人の割合を継続的に増やすこと、特に、第
一に 14歳から 25歳人口におけるスポーツを行う人
の割合を増やすこと、そして第二に若者が 25歳ま
で、そして 25歳を超えても継続してスポーツを行
うようにするために地域のコミュニティにおける
学校とスポーツクラブのつながりの永続的なネッ
トワークを確立すること、を目指すとしている。そ
の上で、この文書では上記の目標を達成するため
に、文化・メディア・スポーツ省がスポーツ・イン
グランドとのパートナーシップのもと、1）「学校
において競技スポーツの永続的なレガシーを構築
する」（「学校競技会（the School Games）」の開催）、 
2）「学校と地域のスポーツクラブの連携を改善す
る」（サッカー、クリケット、ラグビー、テニスな
ど一部の競技団体との協働による、学校と地域のス
ポーツクラブのパートナーシップの確立）、3）「若 
者に重点を置きながら各スポーツ種目の競技団 
体と協働する」、4）「施設に対する投資を行う」、 
5）「コミュニティおよびボランタリー・セクター［と
協働する］」に取り組むとしている（DCMS, 2012；
pp.3-4。カッコ内は筆者による補足）8）。ここで着目
したいのは、学校がスポーツ振興の 1つの重要な場
と認識されているという違いはあるものの、競技団
体が引き続き重要な政策主体として捉えられてい
る点である。特に、この文書では 3点目の「若者に
重点を置きながら各スポーツ種目の競技団体と協
働する」について詳細に論じる中で、次の文言に見
られるように、競技団体に対する成果主義を一層厳
格化することが示唆されている。

「それぞれの［競技団体の］全体スポーツ計画は、
若者と成人双方におけるスポーツ参加の増加に
各スポーツ［種目の競技団体］が取り組むことを

保証するという野心的な目標を含んでいる。我々
は厳格な出来高払いのシステムを伴う、新たなパ
フォーマンス管理の体制を始める。その野心を遂
行しないスポーツ［種目の競技団体］には、明確
な財政的制裁があるだろう。良く遂行したスポー
ツ［種目の競技団体］は、彼らの良い仕事を広げ
るために、より多くの資金にアクセスすることが
出来るだろう。」
（DCMS, 2012；p.9。カッコ内は筆者による補足。）8）

その上で、ここでは、スポーツ・イングランドから
助成金を受け取る競技団体に対して適用される原
則が列記されている。具体的には、「出来高払いを
基本にして全体スポーツ計画に対する助成が行わ
れる」、「投資に見合った価値（value for money）が
考慮される」、「全体スポーツ計画に対する投資を通
じて［14歳から 25歳人口や成人、障がい者による
スポーツ参加の増加などの］成果を達成することが
求められる」、「高い水準のガバナンスと財務管理が
求められる」などの原則が挙げられている（DCMS, 
2012；pp.9-10。カッコ内は筆者による補足）8）。
このような文化・メディア・スポーツ省の方針を
受け、スポーツ・イングランドは『生涯にわたる
スポーツ習慣を創造する』とほぼ同時期に『スポー
ツ・イングランドの戦略 2012-2017（Sport England 
Strategy 2012-2017）』33）を刊行する。この文書の「我々
はなぜ新たな戦略を必要としているのか」という箇
所において、スポーツ・イングランドは次の文言に
あるように、「（若者の）スポーツ習慣の創造」が当
該戦略の一義的な目的であると論じている。

「我々は草の根レベルでのスポーツ参加の成長を
通じて、2012年ロンドンオリンピック・パラリ
ンピックから有意義で永続的な地域スポーツの
レガシーを創造することを決意した。我々は生涯
にわたるスポーツ習慣を創造したい。」

（Sport England, 2012b；p.1）33）

また、同じ箇所で、スポーツ・イングランドは今
後、先に掲げた目的を達成するために、1） より厳
しいパフォーマンス測定の枠組みを用いながら、各
スポーツ種目の競技団体を通じて機能することを
継続する、2） 若者スポーツに一層焦点化し、学校
から地域への移行をより容易なものとする、3） ど
こに住んでいようとも、人々がスポーツを行えるよ
うにする、以上 3点に取り組むとしている（Sport 
England, 2012b；p.1）33）。
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織委員会会長］と彼のチームがシンガポールで交
わした本来の約束を遂行することにある。それは
つまり、2012年ロンドン大会を、生涯にわたる
スポーツ習慣を始めるように国民を鼓舞すると
ともに、特に若者がスポーツ習慣を始めるよう促
進するために、活用することである。とても単純
なことだが、我々にとってこの数ヶ月、数年ほど、
我々のスポーツ文化を変える良い機会は決して
訪れないだろう。共に、この一世一代の機会を最
大限活用する必要がある。」
（DCMS, 2012；p.2。カッコ内は筆者による補足。）8）

また、続く「新たな若者スポーツ戦略」という節
では、当該戦略の全体像が論じられている。この中
で、文化・メディア・スポーツ省は定期的にスポー
ツを行う人の割合を継続的に増やすこと、特に、第
一に 14歳から 25歳人口におけるスポーツを行う人
の割合を増やすこと、そして第二に若者が 25歳ま
で、そして 25歳を超えても継続してスポーツを行
うようにするために地域のコミュニティにおける
学校とスポーツクラブのつながりの永続的なネッ
トワークを確立すること、を目指すとしている。そ
の上で、この文書では上記の目標を達成するため
に、文化・メディア・スポーツ省がスポーツ・イン
グランドとのパートナーシップのもと、1）「学校
において競技スポーツの永続的なレガシーを構築
する」（「学校競技会（the School Games）」の開催）、 
2）「学校と地域のスポーツクラブの連携を改善す
る」（サッカー、クリケット、ラグビー、テニスな
ど一部の競技団体との協働による、学校と地域のス
ポーツクラブのパートナーシップの確立）、3）「若 
者に重点を置きながら各スポーツ種目の競技団 
体と協働する」、4）「施設に対する投資を行う」、 
5）「コミュニティおよびボランタリー・セクター［と
協働する］」に取り組むとしている（DCMS, 2012；
pp.3-4。カッコ内は筆者による補足）8）。ここで着目
したいのは、学校がスポーツ振興の 1つの重要な場
と認識されているという違いはあるものの、競技団
体が引き続き重要な政策主体として捉えられてい
る点である。特に、この文書では 3点目の「若者に
重点を置きながら各スポーツ種目の競技団体と協
働する」について詳細に論じる中で、次の文言に見
られるように、競技団体に対する成果主義を一層厳
格化することが示唆されている。

「それぞれの［競技団体の］全体スポーツ計画は、
若者と成人双方におけるスポーツ参加の増加に
各スポーツ［種目の競技団体］が取り組むことを

保証するという野心的な目標を含んでいる。我々
は厳格な出来高払いのシステムを伴う、新たなパ
フォーマンス管理の体制を始める。その野心を遂
行しないスポーツ［種目の競技団体］には、明確
な財政的制裁があるだろう。良く遂行したスポー
ツ［種目の競技団体］は、彼らの良い仕事を広げ
るために、より多くの資金にアクセスすることが
出来るだろう。」
（DCMS, 2012；p.9。カッコ内は筆者による補足。）8）

その上で、ここでは、スポーツ・イングランドから
助成金を受け取る競技団体に対して適用される原
則が列記されている。具体的には、「出来高払いを
基本にして全体スポーツ計画に対する助成が行わ
れる」、「投資に見合った価値（value for money）が
考慮される」、「全体スポーツ計画に対する投資を通
じて［14歳から 25歳人口や成人、障がい者による
スポーツ参加の増加などの］成果を達成することが
求められる」、「高い水準のガバナンスと財務管理が
求められる」などの原則が挙げられている（DCMS, 
2012；pp.9-10。カッコ内は筆者による補足）8）。
このような文化・メディア・スポーツ省の方針を
受け、スポーツ・イングランドは『生涯にわたる
スポーツ習慣を創造する』とほぼ同時期に『スポー
ツ・イングランドの戦略 2012-2017（Sport England 
Strategy 2012-2017）』33）を刊行する。この文書の「我々
はなぜ新たな戦略を必要としているのか」という箇
所において、スポーツ・イングランドは次の文言に
あるように、「（若者の）スポーツ習慣の創造」が当
該戦略の一義的な目的であると論じている。

「我々は草の根レベルでのスポーツ参加の成長を
通じて、2012年ロンドンオリンピック・パラリ
ンピックから有意義で永続的な地域スポーツの
レガシーを創造することを決意した。我々は生涯
にわたるスポーツ習慣を創造したい。」

（Sport England, 2012b；p.1）33）

また、同じ箇所で、スポーツ・イングランドは今
後、先に掲げた目的を達成するために、1） より厳
しいパフォーマンス測定の枠組みを用いながら、各
スポーツ種目の競技団体を通じて機能することを
継続する、2） 若者スポーツに一層焦点化し、学校
から地域への移行をより容易なものとする、3） ど
こに住んでいようとも、人々がスポーツを行えるよ
うにする、以上 3点に取り組むとしている（Sport 
England, 2012b；p.1）33）。
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4.2　�2012 年ロンドン大会後のUKスポーツとス
ポーツ・イングランドの取り組み

2012年 7月 27日から 8月 12日にわたって開催
されたロンドン大会で、開催国であるイギリス選手
団 （“Team GB”） は金メダル 29個、銀メダル 17個、
銅メダル 19個、合計で 65個のメダルを獲得した。
また、金メダルの獲得数によって決定される「メダ
ル順位」では、アメリカ、中国に次ぐ第 3位となった。
この金メダル数、総メダル数、メダル順位はいずれ
も戦後最高の値であり、こうした Team GBの好成
績や大会自体の「成功」もあって、2012年ロンド
ン大会は各メディアが「ゴールデン・サマー」注 10）、 
「マジカル・サマー」注 11）と評するような素晴らし
い雰囲気をイギリス社会にもたらした。
この結果を受けて、キャメロン首相はロンドン大
会が閉幕する前に 2012年以降も UKスポーツに対
する助成額を維持すると表明した注 12）。実際に、中
央政府（国庫、国営宝くじ）からの UKスポーツ
に対する助成金の額は 2013/14年度には前年度の 1
億 5,426万ポンドから 1億 1,872万ポンドへと減少
したものの、2014/15年度は、1億 3,168万ポンド、
2015/16年度には 1億 2,624万ポンドとロンドン大
会前と同水準を維持している。また、表 1からも窺
えるように、UKスポーツから夏季オリンピック競
技種目の競技団体に対する助成額の総額もロンド
ン大会期の 2億 6,414万ポンドからリオ大会期は 2
億 7,357万ポンドへと増加している。
中央政府のこうした姿勢を踏まえて、UKスポー
ツは 2013年に『UKスポーツ 2013-17年のビジネス
プラン（UK Sport 2013-2017 Business Plan）』43）を刊
行する。このうち、当該ビジネスプランの全体像を
論じた箇所で、UKスポーツは「いずれの［オリン
ピック］開催国がなし得ていないこと、［オリンピッ
ク開催時よりも］より多くのメダルを持ち帰るこ
とを 2016年にブラジルのリオで開かれる次回夏季
大会で達成する」（UK Sport, 2013；p.2。カッコ内
は筆者による補足）43）ことを目標として掲げた。ま
た、この目標を達成するための方策として、1） メ 
ダル獲得の可能性に基づいた、競技団体・競技者に
対する助成の「選択と集中」、「成果主義」の徹底、 
2） 指導・支援システムの充実、3） イングランド・
スポーツ研究機構との協働によるタレント発掘、 
4） 経済的利益と選手強化を目的とした国際スポー
ツイベントの招致プログラム（「ゴールド・イベン
ト・シリーズ（Gold Event Series）」プログラム）の
展開、5） 競技団体におけるリーダーシップとガバ
ナンスの改善、を挙げている。特に 1点目の方策
については、2012年ロンドン大会で好成績を収め

た種目はリオ大会期も（より）多くの助成額を獲得
しているのに対し、ロンドン大会で成績が振るわ
なかった競技団体については助成額が抑えられて
いる点を表 1から読み取ることができ、UKスポー
ツの方針が徹底されていることが窺える。加えて、
UKスポーツはリオ大会に向けて「ミッション 2016
（Mission 2016）」を展開し、引き続き競技団体のパ
フォーマンス改善に取り組むことを掲げた注 13）。
一方、スポーツ・イングランドに対する中央政
府（国庫、国営宝くじ）の助成額は、2013/14年度
には前年度の 3億 2,732万ポンドから 2億 9,450万
ポンドへと減少したものの、2014/15年度は 3億
2,507万ポンド、2015/16年度には 3億 3,238万ポン
ドとロンドン大会以前の水準を維持している。ま
た、UKスポーツと同様、スポーツ・イングランド
もこの時期に競技団体をはじめとしたスポーツ・イ
ングランドの助成団体に対してガバナンスの強化・
改善を強く求めるようになる。具体的には、スポー
ツ・イングランドは 2012年に『スポーツ・イング
ランドのガバナンス戦略：よりよいガバナンスのた
めの理事会（Sport England Governance Strategy: On 
Board for Better Governance）』32）を公刊する。この
文書では、スポーツ・イングランドは競技団体をは
じめとした各助成団体に対して、2013-17年の助成
金受給額の決定に際し、1） 理事の募集における公
開性を担保できる法的構造、2） 理事会のリーダー
シップ、外部からの理事の登用、在任期間の限定、
3） 理事の人数の限定、4） スキルを持ち、かつ、多
様性がある理事会、5） 正しいレベルでの意思決定、
6） 透明性と説明責任、という 6つの基準に照らし
て、効果的なガバナンスが行われているかどうかを
評価し、その結果を助成額に反映させることを表明
した。

５．2012 年ロンドン大会開催後のスポーツ政策
　　―保守党政権期
5.1　イギリス政府の新たな戦略

2015年 5月に行われた総選挙で、キャメロン首
相率いる保守党は 331議席を獲得し、単独で政権を
取ることに成功した。こうした政治的転換の影響も
少なからず受けたと思われるが、イギリス政府は内
閣府（Cabinet Office）を通じて 2015年 12月に『ス 
ポーツの未来：活動的なネーションに向けた新た
な戦略（Sporting Future: A New Strategy for an Active 
Nation）』12）を刊行する。この戦略文書に寄せた序
文で、キャメロン首相は「スポーツは我々のナショ
ナル・アイデンティティの一部である」と述べ、イ
ギリスにおけるスポーツの文化的重要性を強調する
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372012年ロンドンオリンピックとイギリススポーツ政策の変容

とともに、スポーツが子どもの人格形成や規律の醸
成、健康の促進、経済的効果、コミュニティの統合、
若者の人生、労働面での技術の習得に有益なもので
あると論じた（HM Government, 2015；p.6）12）。その
上で、「この戦略の中核にあるのは、我々の国民の
生活においてこうしたスポーツ固有の力を我々が
最大限活用することの手助けとなる 3つのアイディ
アである」と述べた。そして、そのアイディアとは
第 1に、「ソーシャルグッド（Social Good）」注 14）の
ためにスポーツの可能性を利用することを一層強
調すること、第 2に、オリンピック・パラリンピッ
ク競技種目だけでなく、非オリンピック競技種目に
おけるエリートレベルでの長期的な成功も重視す
ること、そして第 3に、スポーツのインテグリティ
を守ること、であると論じた（HM Government, 
2015；pp.6-7）12）。
このようなキャメロンによる序文を受けて、その
後の「導入」という節では、イギリス政府が今後、
スポーツ参加者数の増減ではなく、身体的健康、精
神的安寧、個人の発展、社会的・コミュニティ的
発展、経済的発展という 5つの項目に関わる成果
に基づいて政策が成功したかどうかを判断するこ
とが表明されるとともに、戦略的に 1） これまでス
ポーツに参加してこなかった層に対して重点的に
資金を投資する、2） スポーツ・イングランドの政
策対象を拡大し、5歳以上の子どもの学校外でのス
ポーツ活動を含めることとする、3）「アクティブ・
ピープル調査（Active People Survey）」に代わる「ア
クティブ・ライフ調査（Active Lives Survey）」を開
始し、どれくらいの頻度でスポーツに参加したの
かではなく、いかに活動的かという点で政策の成
功を判断する、4） スポーツをすることだけではな
く、スポーツを観ることやボランティアを行うこ
となどを含めた「スポーツに関わる（engagement in 
sport）」ことの価値を考慮した政策にする、5） オリ
ンピック・パラリンピックでの成功に関与するこ
とを再度明言するとともに、そうした熱意を非オ
リンピック競技種目にも拡大する、6） 新たに、義
務的なガバナンス・コードを確立する、7） スポー
ツ・セクターをより強固で、より弾力的なものとす
る、8） 経済に対するスポーツの貢献を向上させる
ために、スポーツ・ビジネス・カウンシル（Sports 
Business Council）を設立する、9） 政府の関係省庁
がより密接に協働する、ことに取り組むことが示唆
されている（HM Government, 2015；pp.10-11）12）。

5.2　スポーツ・イングランドの新たな戦略
このイギリス政府の新たな戦略を受けて、スポー

ツ・イングランドは 2016年 5月に『スポーツ・
イングランドの戦略 2016-2021年：活動的なネー
ションに向けて（Sport England Strategy 2016-2021: 
Towards an Active Nation）』34）を刊行する。この文書
の序文で、ジェニー・プライス最高責任者は、スポー
ツ・イングランドのビジョンは「年齢や出自、能力
のレベルにかかわらず誰もがスポーツ・身体活動に
関われると感じること」にあるとした上で、スポー
ツ・イングランドは「スポーツのためではなく、心
身の健康と、個人、コミュニティ、経済的発展の点
でスポーツがもたらすことのできるより広い社会的
利益のために、スポーツや活動に関わる人を増やそ
うとするのである」と論じた（Sport England, 2016；
p.5）34）。また、今後のスポーツ・イングランドの投
資戦略を説明する節において、スポーツ・イングラ
ンドは、イギリス政府が掲げた目標を達成するため
に、1）「（スポーツ・身体活動を）行わない」とい
う問題に取り組む、2） 子どもと若者、3） ボランティ
ア、4） スポーツと身体活動をマス・マーケットに
する、5） スポーツのコア・マーケットを支援する、
6） 地域における提供、7） 施設、という 7つの課題
に関わる投資プログラムを展開することを表明した
（Sport England, 2016；p.15）34）。さらに、「我々はど
のようにパートナーと協働するのか」という節にお
いて、スポーツ・イングランドは今後、プログラム
を展開するに当たっては、新しく、またより広い
パートナーシップ、すなわち競技団体や地方自治体
といった「伝統的なパートナー」に限らず、望まれ
る成果が提供できるのであればあらゆる組織と連
携するとしている。ただし、公的資金を受け取る上
ではガバナンスの基本的な水準を満たすことが必
要であるとし、2017年以降、中央政府、UKスポーツ、
スポーツ・イングランドが共同で作成する「スポー
ツに対するガバナンス・コード」を遵守すること
が求められるようになるとしている（Sport England, 
2016；p.12）34）。

5.3　UKスポーツの新たな戦略の方向性
一方、UKスポーツの理事会は 2013年 12月より、

2020年東京大会期（2017-2021年）の戦略の策定に
向けて、UKスポーツがこれまで行ってきた成果に
基づく投資戦略の見直しを実施した。これを受け
て、UKスポーツは 2015年 3月に声明を出し、今後、
1） メダル（獲得数）での成功に焦点をあてるだけ
でなく、他のインパクト・ファクターも考慮する、 
2） オリンピック・パラリンピック競技種目に重点
を置きつつも、それ以外の競技種目にも支援を広げ
る、3） 一選手に対する支援期間をこれまで 8年間
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としてきたが、必要に応じて 8年を超えて支援を行
う、4） 投資の優先順位を決定するための測定可能
で能力主義的なアプローチをさらに発展させつつ
も、メダル獲得可能性が同等の場合には、そしてよ
り徹底した投資を行うために、その種目における
参加者数の状況も考慮する、5） 4つのホーム・ネー 
ションのスポーツ・カウンシルとの協働を強化す
る、ことを表明した 44）。

６．結　語
本稿では、中央政府（主に文化・メディア・スポー
ツ省）、UKスポーツ、スポーツ・イングランドに
よって刊行された政策文書、特に各組織の戦略文書
を読み解きながら、オリンピックの開催が決定した
2005年以降、イギリスのスポーツ政策においてど
のような変容がみられたのかを明らかにした。表 2
は、その変容をまとめたものである。この表をもと
に本稿での議論を整理すると、まず、中央政府（文
化・メディア・スポーツ省）がオリンピック開催決
定を契機に、政策課題の解決の手段としてのスポー
ツの価値を強調することから、スポーツ文化の発展
や 2012年ロンドン大会のレガシーとしてのスポー
ツ習慣の創造を強調することへと、政策的言説を変
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スポーツシステムへの再構築を目指していたこと
が窺い知れる。この試み自体はオリンピックの開催
が決定する前から確認できるが、2012年ロンドン
大会でのメダル獲得、レガシーとしてのスポーツ振
興という政策目標に関わって「成果主義」の側面が
一層強調されるようになったことがここでは窺え
よう。さらに、こうした志向は、UKスポーツ、ス
ポーツ・イングランドの戦略にも強く反映されてい
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刊行されたイギリス政府、スポーツ・イングランド
の政策文書においては、「ソーシャルグッド」とい
う言葉で表現されているように、再びスポーツの社
会的価値を強調するような言説が見られるように
なっている点である。また、ガバナンス・コードの
策定に代表されるようにスポーツ政策に関わる組
織のガバナンスの改善に向けた取り組みが引き続

き行われている一方で、競技団体に限らない、あら
ゆる組織を通じたスポーツ政策の展開が強調され
るようになった点は注目すべきであろう。さらに、
UKスポーツの施策に関しても、その対象がオリン
ピック・パラリンピック競技種目だけではなく非オ
リンピック競技種目に拡大されようとしている点、
また、メダル獲得数を引き続き重視しながらも各競
技種目の参加人口なども考慮することによって評
価指標の多様化が目指されている点は、新たな動向
として指摘できる。さらに、図 1から明らかなよう
に、2012年ロンドン大会後も UKスポーツ、スポー
ツ・イングランドに対する中央政府からの助成額
は、国庫負担分は減少しているものの、全体として
ロンドン大会以前の水準、あるいはそれ以上の水準
にある点は非常に興味深い。

2012年ロンドン大会後にこうした政策的変化が
なぜ起こったのか、また、スポーツ政策を実践する
現場（競技団体、地方自治体など）はこのおよそ
10年間における国レベルでのスポーツ政策の変容
をどのように受け止めているのか、これらの点を明
らかにすることを今後の研究課題としたい。
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注　記
注 1） スポーツ庁スポーツ審議会第 3回（2016年 6

月 1日開催）配付資料「スポーツ関係データ集」、 
4ページ。

注 2） 正式名称は「グレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国（the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland）」である。

注 3） 次節でも触れるが、UKスポーツとスポーツ・
イングランドは、文化・メディア・スポーツ
庁の監督下にあるものの、政府から一定程度
独立した非省庁公的機関である。文化・メディ
ア・スポーツ省と UKスポーツ／スポーツ・イ
ングランドの関係性は「ロイヤル・チャーター
（Royal Charter）」によって規定されている。ロ
イヤル・チャーターのもとで、UKスポーツは
イギリス政府（文化・メディア・スポーツ省）
から、エリートスポーツ政策の作成・実施と
これに関わる政府からの助成金（国庫および
国営宝くじの収益に基づく助成金）の分配を
委託されている。同様に、スポーツ・イング
ランドはイングランドにおける地域スポーツ
政策の作成・実施とこれに関わる政府からの
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助成金の分配を委託されている。一方で、ロ
イヤル・チャーターでは UKスポーツ／スポー
ツ・イングランドはイギリス政府の刊行する
スポーツ政策に関わる文書を参照しなければ
ならないことが謳われており、また、両組織
の議長等の要職の任命については担当大臣の
承認を得ることが必要となっている。このた
め、UKスポーツとスポーツ・イングランドが
どの程度イギリス政府から自律していると考
えられるかについては、イギリスのスポーツ
政策研究者の中でも繰り返し議論されている。

注 4） 本稿では、各組織の戦略を示した文書（戦
略文書）を主な分析の対象とし、その他の文
書（個別のイシューに関する文書、年次報告
書、プレス・リリースなど）は必要に応じて
補足的に用いることとする。なお、イギリス
においては、日本や諸外国にみられるような
スポーツに関する基本法は存在せず、基本法
に基づいた基本計画の策定という政策展開の
形を採っていない。そのため、各組織が刊行
する戦略文書がイギリスのスポーツ政策の動
向を把握する上で重要な資料となる。

注 5） 本稿は、第 2節と第 3節に関しては拙稿 16-18）

をもとに、内容を加筆・再構成する形で執筆
している。第 4節以降については、新たに収
集した資料をもとに執筆している。

注 6） イギリスにおいて本稿が対象とする期間の
同国のスポーツ政策を考察した研究としては、
ブロイスとスミス （Bloyce and Smith, 2010）2）、
ジェフリーズ （Jefferys, 2012）15）、フーリハンと
リンジー （Houlihan and Lindsey, 2013）13）が挙げ
られる。しかし、これらの研究はブレア・ブ
ラウン労働党政権期 （1997年から 2010年） ま
での分析に留まっており、フーリハンとリン
ジーがその結語において DCMS （2012）8）の内
容にわずかに触れていることを除き、2012年
以降の政策的動向は検討されていない。

注 7） この結果、スポーツ・カウンシルに対する助
成金の総額は、1990/91年度に 4,475万ポンド
であったものが、1994/95年度には 9,585万ポ
ンド（国庫：4,746万ポンド、国営宝くじ：4,840
万ポンド）、翌 1995/96年度には 2億 9,120万
ポンド（国庫：4,700万ポンド、国営宝くじ：
2億 4,420万ポンド）と大幅に増加した（図 1
参照）。

注 8） ただし、図 1の折れ線グラフを見てもわかる
ように、国庫からの両組織に対する助成額は
2008/09年度を境に減少傾向にあり、総額にお

ける国営宝くじの収益からの分配金が占める
割合が増えている。この点は留意しておく必
要がある。

注 9） ‘UK Sport Launches “Mission 2012”,’  http://
www.uksport.gov.uk/news/uk_sport_launches_
mission_2012_/ （最終アクセス日：2014年 11月
7日）。なお、「ミッション 2012」の詳しい内容
については、久木留毅 （2015；pp.143-144）20）、
和久貴洋 （2013；pp.36-40）45）も参照。

注 10） ‘Telegraph View: A golden summer,’ the 
Telegraph, 8 September 2012

注 11） ‘Editorial: A magical summer,’ the Independent, 9 
September 2012

注 12） ‘Elite Athlete Funding Secured,’ https://www.gov.
uk/government/news/elite-athlete-funding-secured
（最終アクセス日：2017年 1月 9日）

注 13） ‘Mission 2016/2018,’ http://www.uksport.gov. 
uk/our-work/mission-2016-18（最終アクセス日：
2017年 1月 9日）。

注 14） 「ソーシャルグッド」とは、近年 ICT分野や
マーケティング分野で使われるようになって
きた用語であり、その定義や具体的な解釈・
内容は多様であるが、一般的に「社会的課題
を解決する」ための取り組みを指すと考えら
れている（川村， 2015）19）。
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